
米沢市立病院診療材料等の一括購入及び物品管理業務（院外型ＳＰＤ）プロポーザル実施要項 

 

１ 趣旨 

  この要領は、院内診療材料について、院内物品管理の効率化、材料購入費削減を推進し、

経営の改善を図るため、診療材料の購入業務及び物品管理業務を外部委託するに当たり、

その契約の交渉を行う者を公募型プロポーザル（企画提案）方式により選定するために必要な

事項を定めるものとする。 

 

2 業務名 

   診療材料等の一括購入及び物品管理業務（院外型ＳＰＤ） 

 

3 履行場所 

   米沢市立病院 

   山形県米沢市相生町６番３６号 

 

4 目的 

   院内物流管理の効率化と診療材料費購入費削減のため 

 

5 病院の概要 

   建物規模            地上８階 地下１階 

   病床数（一般）         ２６３床（令和６年４月１日現在） 

   病床区分            ８病棟（７対１病棟 ６棟，集中治療センター１棟、HCU１棟） 

   年間手術件数         ２，５６８件（令和５年度実績） 

   外来診療科目数       ３８診療科 

   入院患者数（１日平均）   ２１６.２人（令和６年４月実績） 

   外来患者数（１日平均）   ５０３.３人（令和６年４月実績） 

   診療材料管理箇所数    １箇所（４階物品倉庫） 

   診療材料等アイテム数   ３，８８９品目（令和５年度購入診療材料アイテム数） 

                    ※部署在庫品、非在庫品のアイテム数の合計 

   診療材料費予算額     ７６８，０００，０００円（令和６年度予算額） 

 

6 契約期間 

   （１） 契約履行期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

   （２） 準 備 期 間 令和６年１０月（契約締結日）から令和７年３月３１日まで 

   業務開始には、物品管理システムの設置や、スタッフ研修等の事前準備が必要となるた

め、（２）の準備期間を定める。なお、準備期間中の経費は業者が負担し、業務委託料に



は含まない。 

 

7 業務の仕様 

   別紙「診療材料等の一括購入及び物品管理業務（院外型 SPD）に係る仕様書」のとおり 

 

8 業務委託料の上限額 

   年額 １２，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含まず） 

 

9 参加資格及び条件 

プロポーザルに参加できる者は、次のいずれにも該当する者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

(2) 民会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立

てが行われたもの又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再

生手続開始の申立てが行われたものでない者。 

(3) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく精算の開

始、又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９ 条の規定に基づく破

産手続開始の申立てがなされていない者。 

(4) 米沢市競争入札参加資格者指名停止規定（平成 6年 3月 31日告示 66号）に基づく、 

本市の指名停止期間中でないこと。 

(5) 東北管内で病床２００床程度の急性期病院のうち、３施設以上でＳＰＤ業務の運用実

績があり、運用中の施設間で各種データ比較が可能な者。 

(6) 対象業務に対応する種目について、米沢市契約規則（昭和５３年米沢市規則第５号） 

第２３条第２項に規定する米沢市指名競争入札参加者登録簿（以下「登録簿」とい

う。） に登録されている者であること。 

  ただし、登録簿に登録されていない者については、参加表明期限の日までに本業務 

に係る参加資格審査申請書等の必要書類を提出し、正式に受理された場合は参加

資格を有するものとする。 

 

10 プロポーザルに要する費用 

  本プロポーザルに要する費用（提出書類作成費、交通費等）は、全て提案者の負担とす

る。 

 

11 委託業者の選定方法 

   本業務の委託業者は、公募型プロポーザル（企画提案）方式で選定する。 

   プロポーザルの流れは、概ね次のとおりとする。 

（１） 本実施要項に基づき、提案者からの提出書類を受け付ける。 



（２） 提案者からの提出書類について一次審査（書類審査）を行い、優れた内容の提案を

行った３者を選定して二次審査を行う。なお、提案者が３者以下の場合は、提案者全

者による二次審査を行う。 

（３） 二次審査として、提案書に基づくプレゼンテーションを受け、審査委員の審査を経て

受託候補者を決定する。 

（４） 一次、二次審査は非公開とし、選考結果等に関する異議申し立ては一切受け付けな

い。 

 

12 提出する提案書類等 

   別紙「提出書類チェックリスト」に従い、提案書類を提出すること。 

 

13 提出書類 

(１) 部数    １０部 

(２) 期限    令和６年９月２０日（金）午後５時まで必着 

(３) 提出先    〒992-8502 山形県米沢市相生町６番３６号 

           米沢市立病院 事務局総務課 用度担当 

(４) 提出方法  持参又は郵送 

(５) 二次審査   令和６年１０月３日（木）を予定 

        一次審査を通過した業者に対し、個別に詳細を通知する。 

 

14 本プロポーザルに関する質問及び回答 

   （１）質問書の様式 

本質問は、様式１３「質問書」の提出により行うこと。 

   （２）質問書の提出   

     提出期限    令和６年９月６日（金） 午後５時まで 

     提出方法    持参、郵送、電子メール又はＦＡＸで提出し、郵送の場合は提出期限 

              必着のこと。郵送、電子メール又はＦＡＸで提出した場合は、当院が質

問書を受け取ったことを確認するため、下記担当まで電話連絡（平日

午前８時 30分から午後 5時 15分まで）すること。 

     提出先     事務局総務課用度担当 

               Email  bsoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp 

               Fax 0238-22-2876 

   （３）回答方法 

     米沢市立病院のホームページ（http://yonezawa-city-hospital.jp）に令和６年９月１３ 

日まで随時回答する。 

     なお、質問者の氏名等は記載しない。 

http://yonezawa-city-hospital.jp/


15 データの配布について 

  提案書に記載する診療材料の価格削減計画について、提案者に具体的な提案を行わせ

るために、必要に応じて当院からデータを配布する。 

  配布方法は、下記１８に記載する担当者とデータの受け渡し方法を協議すること。ただし、

データの受け渡し前に当院と様式１６「機密保持契約書」を締結しなければならない。 

  尚、配布するデータは、下記のとおりとする。 

 ・令和 5年度購買データ（購入単価表、棚番設定部署、購入物品名、数量及び、金額） 

（令和 5 年 11 月に新病院にて運用開始したため、旧病院の実績データが混在していることに

留意すること。） 

 ・令和６年度購買データ（購入単価表、棚番設定部署、購入物品名、年間数量及び、年間

金額） 

 ・各部署定数設定状況（令和 6年 8月時点） 

配布可能期間：令和 6年 8月 30日（金）から令和 6年 9月 13日（金）午後５時１５分まで 

 

１６ 提案者の失格 

  提案者が次のいずれに該当する場合は失格とする。 

  ・本プロポーザル実施要項「9 参加資格及び条件」の要件を満たさなくなった場合 

  ・提出書類等に虚偽の記載があった場合 

  ・審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為があった場合 

  ・契約の履行が困難と認められる状態に至った場合 

   

１７ その他 

（１）提案者一者につき、一提案とする。 

（２）提出書類は、提出後の追加、変更等を原則として認めない。ただし、記載漏れや不備

等の軽微なものについては、補正を求める場合がある。 

（３）提出された提出書類の返却は行わない。 

（４）提出書類の知的所有権は、提案者に所属する。ただし、選定作業等において必要な範

囲で複製を作成する場合がある。なお、米沢市情報公開条例（平成１２年米沢市条例

第３９条）に基づき提出書類を開示する場合がある。 

 （５）当院は、受託候補者と業務内容について協議を行い、協議が整った場合に、改めて受

託候補者と契約を締結するものとする。 

ただし、条件に隔たりが発生した場合、失格事項が判明した場合又は受託候補者が辞退

した場合等、当該協議が不調となった場合は、次点者と同様の協議を行う。この場合におい

て、受託候補者及び次点者に生じる損害において、当院は一切の責任を負わないものとす

る。 



1８ 問い合わせ先（担当者） 

   米沢市立病院 事務局総務課 用度担当 安部・原田 

   ℡ 0238-22-2450（内線 2471） Fax 0238-22-2876 

   Email  bsoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp 

 

1９ 実施スケジュール 

内容 日程 

本プロポーザルの公告 令和 6年 8月 30日（金） 

質問の受付期間 令和 6年 8月 30日（金）から 

令和 6年 9月 6日（金）まで 

質問の回答 令和 6年 9月 13日（金）まで（随時回答） 

参加表明書の提出期限 令和 6年 9月 20日（金） 

一次審査結果通知 令和 6年 9月 25日（水）（予定） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和 6年 10月 3日（木）（予定） 

選定結果通知 令和 6年 10月 10日（木）（予定） 
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別表 評価基準 

一次審査 

 

二次審査 

No 項目 評価のポイント 配点 

１ 経営状況 ・SPD 事業が経済的に安定して継続出来る

見込みであるか。経営状況の安定性を評価 

【20】 

２ 他病院 SPD 契約実績 ・SPD 事業（院外 SPD）が他病院にて実績

を上げているか。 

契約施設数及び規模により，運営体制・ノウ

ハウを評価する。 

【20】 

３ 管理体制（管理責任者） ・業務責任者の業務経験実績と責任者が長期

不在時の業務へのフォロー体制が構築され

ているか。 

（200 床以上の病院での SPD 業務経験が 3

年以上の者又は診療材料の流通業務経験が 3

年以上の者） 

【10】 

４ 業務委託料 ・見積金額が提案内容に対して、適正である

か。 

当院の経営に対する貢献度を評価する。 

【50】 

No 項目 評価のポイント 配点 

1 業務遂 行

体制 

①ＳＰＤの

運用 

・購入データ分析に基づく各部署定数管理の

実施 

・診療材料の安定供給 

（院外倉庫の詳細、消費～請求～配送～納品

までの運用） 

・病院職員の業務負担軽減への寄与 

【10】 

②物品マス

タ管理 

・診療材マスタの整備、各種データの更新 

（価格、品番、規格、人数、償還価格等を最

新状態に維持、更新） 

・医事請求（保険償還）漏れのチェック機能

（医事マスタの管理） 

【5】 



 

③診療材料

一括購入 

・購入価格、購入数量等のデータ比較、分析

が可能なﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｼｽﾃﾑを備えているか 

・同種同効品の集約、同効安価品への切替

等、  

効率的な購入への取組 

【10】 

④物品品質

管理 

・院内に余剰品、死蔵品を発生させない為の

取組 

（棚卸、未使用品チェック等） 

・院内に欠品が発生した際のフォロー体制 

・物品のリコール、不良品の発生時や規格変  

更、終売となった際の情報共有対応 

【15】 

⑤ 準 備 期

間・導入スケ

ジュール 

・業務開始前の準備期間に向けた体制 

 （導入スケジュール、運用マニュアルの整

備、事前研修、説明会の開催） 

【10】 

２ 診療材 料

費削減 

①価格削減

計画 

・適正購入価格に向けた価格交渉等の実施 

・提案される価格削減計画の内容に具体性は

あるか（目標や達成への取組） 

【30】 

②病院取組

への協力 

・隔月実施される診療材料委員会等の関係会

議への参加、データ提供等の協力 

・当院で企画立案した診療材料費削減の取組

への協力体制 

【5】 

３ その他 ①大規模災

害時等、緊急

時の診療材

料供給体制 

・大規模災害時等、緊急時の診療材料供給体

制が構築されているか。 

・SPD 院外倉庫が被災した場合、緊急時の

診療材料供給体制が構築されているか 

【10】 

②セールス

ポイント 

・上記の評価項目以外の独自提案、セールス

ポイント 

【5】 


